
様式第二号の八（第八条の四の五関係）

令和 5 年 6 月 30 日

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本工業規格　Ａ列４番）

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

・木屑→選別・破砕→チップ
・ガラス陶磁器→選別・破砕→セメント原料等
・廃プラ→選別・破砕・圧縮→再原料化
・がれき類→破砕→路盤材等
・繊維屑→破砕→再原料化
・金属屑→破砕→再原料化
・紙屑→破砕圧縮→再原料化

（第１面）

③ 従 業 員 数 40人

産業廃棄物処理計画書

豊中市新千里西町1-1-4

パナソニックリフォーム株式会社
代表取締役社長 栄　克浩

06-6834-5261
連絡先080-8529-4350

　さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第１２条の２第１項の規定に基づき、産業
廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

パナソニックリフォーム株式会社東部支社埼玉営業部

さいたま市北区宮原町2-14

令和5年４月１日～令和6年３月３１日

① 事 業 の 種 類 建設業（リフォーム請負）

② 事 業 の 規 模 1,977百万円

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

〒

さいたま市長
















